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我が国企業による 

国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関する研究会（第１回） 

 

日時：平成 30 年 10 月 29 日（月曜日） 10 時 00 分～12 時 00 分  

場所：経済産業省別館 3 階 310 各省庁共用会議室  

 

議題  

1. 我が国企業による国際的なイニシアティブへの対応に関する研究会について  

2. 本研究会でご議論いただきたいこと 

 

発言録 

○事務局  それでは定刻となりましたので、我が国企業による国際的な気候変動イニシ

アティブへの対応に関する研究会を開催いたします。 

 当方、司会進行を担当させていただきます、経済産業省環境経済室でございます。 

 それでは、研究会の目的、趣旨からご説明をさせていただきます。 

 昨今、グローバル企業の気候変動対応についての情報開示、評価を行われておられるＣ

ＤＰや、ＲＥ100などの国際的なイニシアティブの影響力が大きくなってきております。そ

うした中で、日本企業が適切な対応を求められているという現状にあるところでございま

す。本研究会におきましては、我が国の現行制度のもとで、国際的なイニシアティブに適

合した温室効果ガス排出量の算定でありますとか、再エネ活用の取得・主張を行うための

具体的な方法をまとめた、需要家向けのガイダンスを作成したいというように考えており

まして、本日こうして皆様にお集まりいただきました。ご多忙の中、まことにありがとう

ございます。 

 それでは、早速ではございますけれども、まず事務局から基本的なご説明をさせていた

だきます。本日の議事は公開とさせていただき、議事要旨は事務局にて作成し、公表させ

ていただきます。 

 また、経済産業省では、ペーパーレス化を推進しておりますので、本研究会もペーパー

レスで実施させていただきます。マニュアルは置かせていただいておりますので、ご確認

をお願いいたします。 

 本日の配付資料について、ご説明させていただきます。 
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 委員の皆様におかれましては、タブレットを起動いただきまして、我が国企業による国

際的な気候変動イニシアティブの対応に関する研究会資料という表題のＰＤＦファイルが

閲覧できるかをご確認ください。また、席上には、配席図を配付させていただいておりま

す。ご不明点や、すべてそろっているかどうかというのをご確認いただき、何かありまし

たら、お申しつけください。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事を進めてまいりたいと思います。 

 本日は、第１回ということでございますので、委員の皆様をご紹介させていただきたい

と思います。 

 座長は、地球環境産業技術研究機構の山地研究所長にお願いをしております。よろしく

お願いいたします。 

 続きまして、委員のご紹介に移りたいと思います。 

 日本エネルギー経済研究所より、工藤様、よろしくお願いいたします。 

○工藤委員  よろしくお願いいたします。 

○事務局  日経ＢＰより馬場様。 

○馬場委員  よろしくお願いいたします。 

○事務局  地球環境戦略研究機関より藤野様。 

○藤野委員  藤野です。よろしくお願いします。 

○事務局  三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券より、吉高様。 

○吉高委員  よろしくお願いいたします。 

○事務局  また、オブザーバーとして、ＣＤＰ Worldwide-Japan、日本品質保証機構、

環境省の皆様にもお集まりいただいております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、座長をお願いさせていただきます山地研究所長より、ご挨拶をいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○山地座長  座長を務めることになりました、山地でございます。よろしくお願いいた

します。 

 もともと環境価値研究会というのをやってくれといわれたのですけれども、最終的にか

なり長い名前になりまして、我が国企業による国際的な気候変動イニシアティブへの対応

に関する研究会、しかしこのほうが名前は実態をきちんとあらわしているかなと思います。

皆さん、既にご存じのとおりですけれども、今ＣＤＰとか、ＲＥ100とか、いろいろな国際

的な情報開示とか、評価のイニシアティブが出されて、これはグローバルな企業にとって
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は、非常に経営上重要な問題になっている、ファイナンシングだとか、販売だとか。だけ

ども、こういう国際的なイニシアティブで使っている、温室効果ガスの算定等のスタンダ

ードが、ＧＨＧプロトコルといわれるものを使っていて、一方我が国では温対法というこ

とで、ＳＨＫって、温室効果ガスの算定報告公表制度、これは微妙に違っているわけです。

しかも、我が国、今、非化石証書とか、新たな方法があるということなので、その違いを

まず確認して、今後どうしていくか。その議論をしようということでございますので、ぜ

ひご協力、よろしくお願いいたします。簡単ですけれども、以上です。 

○事務局  ありがとうございました。 

 続いて、資料２に基づきまして、本研究会及び議事要旨の公開について、ご説明させて

いただきます。 

 本研究会は、原則として公開といたします。ただし、個別の企業の機微にかかわる内容

が言及される可能性があるなど、座長が必要とご判断される場合には、委員間での活発な

ご議論を促す観点から、研究会を非公開とする場合がございますので、ご了解いただけれ

ばと思います。議事要旨、議事録配付資料につきましては、原則として研究会終了後に、

速やかに経産省ホームページを通じて、公開をすることといたします。ただし、こちらも、

座長が必要と判断、必要と認めるときは、議事要旨、議事録、配付資料の全部、または一

部を公開しない場合がございますので、こちらもご了解願います。 

 それでは、以後の進行を、山地座長にお願いしたいと思います。 

○山地座長  では、議事に入りたいと思います。 

 挨拶等が終わりましたので、まず事務局からの議事次第の２ですね。我が国企業による

国際的なイニシアティブの対応に関する研究会についてという資料がありますので、その

説明をお願いいたします。 

○事務局  ありがとうございます。 

 では、資料３－１に基づき、本研究会の趣旨について、説明させていただきます。一部

繰り返しになりますが、ご了承ください。 

 資料３－１、１．概要の背景のところでございますが、本日、ＣＤＰの高瀬さんに来て

いただいておりますが、昨今、ＣＤＰとか、ＲＥ100とか、グローバル企業の気候変動対策

についての情報開示、評価のイニシアティブの影響力が大きくなっていると考えておりま

す。これらのイニシアティブでは、温室効果ガスの排出量の算定報告の基準として、民間

のスタンダードであるＧＨＧプロトコルを推奨しているところから、これが国際的な手本



- 4 - 
 

になりつつあると考えております。 

 日本の現状と課題ということで、（２）に移ります。大きく２つ考えております。 

 ①のほうが、ＧＨＧ排出量の算定方法の違いということで、先ほども座長からのご説明

がありましたが、日本では、温対法の温室効果ガス排出量算定報告公表制度、ＳＨＫと略

させていただきます。ＳＨＫ制度に基づき、一定以上の排出量をもつ企業、今日本でいう

と１万3,000社ほどになりますが、こちらの企業が、温室効果ガスの算定報告を実施してご

ざいます。本制度の目的といたしましては、企業に毎年自らの温室効果ガス排出量の算定

を把握させることによって、ＰＤＣＡサイクルの中で、彼らに自発的な温暖化対策を促す

ものと考えてございます。 

 他方、国際的なほうに移りますと、企業に気候変動対策に関する質問書を送付して、回

答内容の開示により格付を行うＣＤＰの調査に回答する企業も多くなってございます。こ

の回答者数は、注釈の２のほうに書いてございます。ＣＤＰは、グローバルな投資家に対

して、企業の気候変動に関する情報を提供するものと考えておりまして、それがゆえに、

ＧＨＧ排出量の算定には、国際的なスタンダードであるＧＨＧプロトコルを用いることが

推奨されていると考えています。 

 このように、ＳＨＫ制度とＧＨＧプロトコル、若干目的が違うということもございまし

て、排出量の算定方法に一部違いがあるというように考えています。それを正しく理解し

た上で、算定報告している企業というのは、実は少ないのではないかと考えておりまして、

このような報告をされてしまいますと、日本企業全体の報告内容の信頼性が低下する恐れ

があるというように考えております。 

 次に②、再エネの調達方法に移ります。 

 また日本でも、ＲＥ100に参加する企業が増えているように、再エネの注目度が高まって

いると考えておりますが、日本の現行制度におきまして、需要家が再エネを調達して、国

際的に主張する方法がわからないという声を聞くことがございます。特に、再エネに関す

る証書等として、再エネ由来のＪ－クレジット、グリーン電力証書、非化石証書というの

がありますが、これらが、例えばＲＥ100のようなイニシアティブに活用可能かどうかとい

うのを明確に整理されていないのではないかということ。つまり、日本企業が再エネを調

達して、国際的な評価を得るのに十分な情報が整理、提供されていないのではないかと考

えております。 

 以上を受けまして、本研究会の目的及びアウトプットでございますが、国際的イニシア
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ティブの影響力が増しつつある中で、日本企業がその対応に遅れをとれば、グローバルな

投資を集めることが困難なリスクがあるのではないかと。そのため、本研究会におきまし

ては、我が国の現行制度のもとで国際的なイニシアティブに適合した温室効果ガス排出量

の算定、あるいは再エネ価値の取得、主張する具体的な方法をまとめた電気の需要家向け

のガイダンスを作成、発信することを考えております。これによって温暖化対策や再エネ

活用に熱心に取り組んでいる日本企業が、グローバルな視点から評価されるとともに、日

本における温暖化対策の推進と再エネ投資の拡大に繋げていただけばと思っているところ

でございます。 

 次、２ポツのスケジュールになりますが、本日、10月29日に第１回の研究会をキックオ

フして、年度末までにガイダンスをとりまとめることを考えております。 

 以上になります。 

○山地座長  どうも説明ありがとうございました。 

 今、説明されましたけれども、年度末までにガイダンスをまとめる、これが出口という

ことです。今のご説明につきまして、何かご意見、ご質問等ございましたら、いただきた

いと思いますが、いかがでしょう。特に、よろしいですか。では、内容のほうに入ってい

きたいと思います。 

○事務局  それでは、資料３－２について、みずほ情報総研よりご説明させていただき

ます。お時間20分強を予定しております。 

 この資料では、国際的なイニシアティブと日本の気候変動対策に係る国内諸制度につい

て、ご説明いたします。 

 スライド１枚目をご覧ください。背景、この後、背景①から③までございます。 

 まず１つ目が、国際的イニシアティブの動向でございます。このあたりはご存じの方も

多いかと思いますので、少し飛ばしながらご説明させていただきます。 

 このスライド１枚目が、背景①でご説明したいことをまとめたスライドでございます。

昨今、グローバル企業の気候変動対策についての情報開示、評価のイニシアティブの影響

力が拡大し、国内企業も対応を求められている状況でございます。具体的には、ＣＤＰで

すとか、ＲＥ100、ＳＢＴなどがございます。これらの各イニシアティブにおいて、算定基

準として奨励されているのが、ＧＨＧプロトコルのスコープ２ガイダンスでございます。 

 それでは、スライド２以降で、それぞれの内容について説明を申し上げます。 

 まずスライド２をご覧ください。ＣＤＰの概要でございます。 
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 英国ロンドンに本部を置くＮＧＯで、機関投資家の代理人として企業に対して気候変動

対策に係る質問書を送付、開示、格付を行っております。機関投資家は、803機関が賛同し

ており、総資産は100兆米ドルでございます。回答している企業の数は、世界で数千社、日

本企業に対しては、上位500社に対して、質問書を送付しており、2017年は283社の回答を

得ております。さらにそれに加えて、サプライチェーンプログラムの要請で、約500社の日

本企業が回答しているような状況でございます。 

 スライドの下側に、質問書の内容を載せておりまして、このピンクで塗ってある部分が

環境価値に関する設問がある箇所でございます。 

 続いて、スライド３枚目に移ります。ＲＥ100の概要でございます。 

 ＲＥ100は、事業運営を100％再生可能エネルギー電力で調達することを目標に掲げるイ

ニシアティブです。2018年10月25日現在で、世界で154の企業が加盟しており、日本の企業

は13社が加盟しております。加盟企業の一部は、取引先にも再エネ調達を求める動きも出

ている状況でございます。 

 スライド下に、加盟要件を示しております。例えば、一番下のマルでございますが、時

間軸としては2050年までにすべての消費電力を再エネ電力とすることであったり、2020年

までに30％、2030年までに60％、2040年までに90％の中間目標を設けることを推奨してい

たりします。 

 スライド４に、ＲＥ100が整理している再エネ調達方法を示しております。表に示します

ような、表の１から７のような調達手法がございまして、基本的には幅広に書かれており

ますので、どういった調達手法であっても、当てはまるといったところがございます。大

前提として、ＧＨＧプロトコルのスコープ２ガイダンスに準拠することを求めております。 

 続いて、スライド５枚目が、ＳＢＴの概要です。 

 ＳＢＴは、気候変動対策に関する情報開示を推進する連合体で、国連グローバル・コン

パクト、ＣＤＰ、世界資源研究所、世界自然保護基金によって設立されております。この

イニシアティブは、企業が科学的に整合した温室効果ガス削減目標の設定を促進させる取

り組みを行っております。 

 スライド下のほうの参加企業でございますが、ＳＢＴが目標の認定を受けた企業は146

社、さらに２年以内の目標策定をコミットする企業は349社ございます。日本企業では、既

に目標の認定を受けているのが30社、２年以内に目標策定をコミットする企業は34社とい

う状況でございます。 
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 スライド６枚目に移りまして、ＳＢＴの目標の要件でございます。 

 ＳＢＴの削減目標設定は、スコープ１、２と３で分かれておりまして、スコープ１、２

については、ほぼ限定されており、原則総量削減とする必要がございます。一方、スコー

プ３については、目標に数値水準がなく、野心的な目標を設定することとなっております。

このうち、今回の研究会で注目しておりますスコープ２の部分については、ＧＨＧプロト

コルのスコープ２ガイダンスに準拠しております。また、オフセットクレジットや、削減

貢献量については、目標設定に用いてはならないという追加のガイダンスがございます。 

 それでは、スライド７枚目以降で、ＧＨＧプロトコルスコープ２ガイダンスの概要をご

説明いたします。 

 スコープ２ガイダンスは、2015年１月に発行された企業向けのＧＨＧ排出量の算定報告

のための民間スタンダードです。2004年に、コーポレートスタンダードとして、いわゆる

スコープ１と２の部分をカバーするものが発表されておりましたが、近年、再エネ証書等

の登場で、2004年とは状況が大きく異なっておりますので、補足文書として、スコープ２

ガイダンスが発行されております。 

 スライドの下には、ロケーションベースやマーケットベースについて書かれております

が、これは後ほどのスライドで詳しく説明いたします。 

 このスコープ２ガイダンスが、どのような要件を設けているかというのを、スライド８

に示しております。大きく分けて５つございます。 

 それぞれについて、スライド９以降でご説明いたします。 

 まず１つ目が、二元報告でございます。これはロケーション基準とマーケット基準の２

通りの手法で報告しなければならないというものです。ロケーション基準というのが、ス

コープ２排出量を特定のロケーションに対する平均的な発電排出係数に基づいて定量化す

る方法でございます。この特定のロケーションというのは、スコープ２ガイダンス上、同

一のグリッド、もしくは同一の法体系の地域というように書かれており、日本の場合、全

国平均係数を使用するという整理がなされております。 

 ただ、全国平均係数を使用いたしますので、再エネ電力等の低炭素電力メニューを調達

しても、その効果は反映されない計算方法です。 

 一方、契約内容を反映した排出係数を使用するのがマーケット基準手法でございまして、

こちら側では再エネ電力ですとか、低炭素電力メニューを調達した効果を反映することが

できます。 
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 続いて、２つ目の要件に移ります。スライド10でございます。 

 この要件の中では、証書とクレジットが明確に区別されておりまして、オフセットクレ

ジットを使用することは、原則として認めないという規定でございます。国内において、

ＧＨＧプロトコル基準の報告の際に使用可能な証書は、現時点で、再エネ電力由来のＪ－

クレジット、グリーン電力証書、非化石証書の３つでございます。再エネ電力由来Ｊ－ク

レジットについては、オフセットクレジットではございますが、電力証書として必要な情

報も兼ね備えていることから、電力証書と同様に、ＧＨＧプロトコル基準の報告に使用可

能であることをＧＨＧプロトコルに確認済みでございます。なお、Ｊ－クレジットには、

省エネ、森林クレジットもございますが、それらは単なるオフセットクレジットですので、

ＧＨＧプロトコル上は使えないという整理になっております。 

 要件の３つ目が、証書のゼロエミ化効果の考え方でございます。スライド11枚目です。 

 再エネ証書のゼロエミ化効果については、考え方が大きく２つございます。考え方の①

は、１kＷh再エネ発電することで、全国平均相当の電力が１kＷh減るという考え方でござ

います。仮に全国平均、もしくは移行限界電源係数を0.5と仮定しますと、証書１kＷh当た

り0.5kg-ＣＯ２のゼロエミ化効果があるという考え方でございます。一方、考え方の２つ

目は、１kＷhの再エネ発電証書の価値は、どのような電力であっても、１kＷh分をゼロエ

ミ化できるという考え方でございます。ＧＨＧプロトコルのスコープ２ガイダンスは、こ

の考え方②に則ってつくられております。 

 下にイメージ図を示しております。排出係数0.7と0.4の電力に適用する場合を考えます。

100ＭＷhの電力に適用することを考えた場合、まず考え方①ですと、全国平均係数もしく

は移行限界電源係数でございますので、適用先の電力が何であっても、同量のゼロエミ化

効果を有しております。一方、考え方②においては、それぞれ100ＭＷh、どんな排出係数

であっても100ＭＷhをゼロエミ化できますので、排出係数0.7に適用した場合は、ＣＯ２で

は70トン相当ですし、排出係数0.4の電力に適用した場合は、ＣＯ２、40トン相当をゼロエ

ミ化することになり、適用対象の電力の係数によって、ゼロエミ化効果が異なってきます。 

 続いてスライド12に移ります。４つ目の要件は、証書類の優先順位を規定したものでご

ざいます。 

 これは再エネ証書や電力の排出係数の証明に使われる発電源証明書類について、正確性

において望ましい文書形式の優先順位を規定したものでございます。再エネ証書や発電源

証明つきの排出係数の正確性はより高いと整理されており、次に契約書で担保された排出
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係数、次に電力供給者が提示する排出係数、その次に、後ほどご説明しますが、残余ミッ

クス、最後にグリッド平均の排出係数という順番で整理されております。 

 スライド13枚目は、証書類の品質基準を規定したものでございます。さらに細かく８項

に分かれております。 

 １番上は、まず排出係数を保証していることでございます。再エネ証書であれば０です

し、属性証明に近いようなものであれば、その係数を保証していること。 

 ２つ目が、二重発行ができない唯一の契約文書であること。 

 ３つ目が、トラッキングが可能であること。 

 ４つ目が、証書の発行時期と電力の消費期間はなるべく近いこと。 

 ５つ目が、契約が適用される電力市場から調達すること。これは日本で再エネ証書を使

うときに、欧米とかから調達してはいけないというものでございます。 

 ６つ目は、小売が排出係数を算出するときに規定されるものですが、供給した電力と証

書の対応関係をきちんとすることです。日本の場合は、メニュー別係数等で、どこのメニ

ューにどれだけの証書を使っているかわかりますが、海外についても、同じような状況が

わかりますので、そういったところできちんと電力と証書の対応関係をしてくださいとい

うものでございます。 

 ６番目の２は、証書発行後の電力、いわゆる非化石証書発行後のＦＩＴ電気みたいなも

のですが、そういったものには残余ミックスを適用してくださいというものです。 

 ７つ目が、オンサイトの発電施設から直接電力を購入している場合、例えば、自社の工

場の屋根を貸して、他者が太陽光発電設備を設置しているような場合は、その設置してい

る工場も主張できますし、設備を設置した側も主張できる可能性がございますので、二重

主張をしないように回避してくださいというものです。 

 ８つ目は、環境価値が主張されていない電力には、残余ミックスを適用してくださいと

いうものでございます。 

 スライド14枚目に、残余ミックスの概要を示しております。残余ミックスとは、証書発

行後の属性のない系統電力に適用する電源構成のことでございます。 

 日本の場合、非化石証書発行後のＦＩＴ電気がこれに該当してきます。ＳＨＫでは、非

化石証書が全国平均相当のゼロエミ化効果をもち、証書発行後のＦＩＴ電気については、

調整後排出係数の算定では全国平均係数を使います。この関係で、ＣＯ２は非化石証書も

ＦＩＴ電気も、バランスがとれておりますので、特に問題にはならないのですが、ＧＨＧ
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プロトコルでの算定方法を考えた場合、同量kＷhのあらゆる電力をゼロエミ化できてしま

うため、証書をどの電力に適用したかによって、ゼロエミ化されるＣＯ２の量が異なって

きてしまいます。そうなってくると、日本全体で考えた場合、ＣＯ２の総量のバランスが

とれなくなってきてしまうので、そのバランスをとるために、残余ミックスというものが

ございます。 

 スライド14の下半分にイメージを示しております。まず証書と実電気を分離して、証書

を発行いたします。その発行された証書を、青い電気、ここでは非再エネ電気を考えてい

ただければと思いますが、それぞれ排出係数が0.8、0.4の電気をゼロエミ化します。そう

すると、③の証書適用後のような状態になります。500ＭＷhのゼロの電気が生まれると同

時に、相殺されたＣＯ２量が出てきます。この相殺されたＣＯ２量を集計して、相殺された

総電力量で割ったものが残余ミックスでございまして、これを証書発行後のＦＩＴ電気に

適用するというような考え方でございます。こうすることによりまして、証書がどの電気

に適用されても、日本全体のＣＯ２総量というのは一定に保たれるというような考え方で

ございます。 

 続いて、背景の②に移ります。日本の温対法との比較でございます。下の表をご覧くだ

さい。主に異なる点は３つございます。 

 まず１つ目が、オフセットクレジットです。ＧＨＧプロトコルでは使用不可に対して、

温対法では使用可能でございます。 

 ２つ目が、証書のゼロエミ価値でして、ＧＨＧプロトコルではkＷhベースで調整するの

に対して、温対法ではｔ－ＣＯ２ベースで調整します。 

 最後に、証書発行後の属性のない電力の扱いについては、ＧＨＧプロトコルでは残余ミ

ックスを適用するのに対して、温対法ではＦＩＴ電気は、基礎排出係数計算時はゼロ、調

整後排出係数計算時は全国平均係数を適用することとなっております。 

 スライド16枚目には、算定・報告・公表制度の概要を示しております。こちらについて

は、割愛させていただきます。 

 先ほどのＧＨＧプロトコルと温対法の考え方の違いが、具体的に算定方法にどのように

かかわってくるかというのを示したものがスライド17でございます。 

 まず下半分の温対法における電気事業者の基礎排出係数及び調整後排出係数をご覧くだ

さい。これは電気事業者における調整の内容を示しております。まず表の左側に、調達し

ている電気の電源構成がございます。基礎排出係数を算定するときに、この緑の丸で囲っ



- 11 - 
 

てある部分、ＦＩＴ電気については、基礎排出係数の算定上はゼロと計算をいたします。

そこで出た排出係数に対して、非化石証書、再エネＪクレ、省エネＪクレを適用する場合

を考えます。温対法の場合は、この３つとも、いずれも使用可能でございますので、証書

で調整することができます。また証書を調整する場合には、ｔ－ＣＯ２ベースでございま

すので、それぞれの証書を足し合わせた60ｔ－ＣＯ２分を調整することが可能です。最後、

調整後排出係数の算定、一番右側の部分ですが、その中では、ＦＩＴ電気の部分、緑の丸

で囲ってある部分ですが、こちらは調整後排出係数の算定ですので、全国平均係数を適用

して計算をいたします。ここでは仮に0.5といたします。そうすると、排出量がちょうど6

0トンでございまして、証書も60トンもっておりますので、排出係数はゼロという計算にな

ります。一方、ＧＨＧプロトコルのマーケット基準手法で考えますと、スライド17の上側

の部分ですが、まず１つ目の違いは、ＦＩＴ電気に対する排出係数は、残余ミックスを適

用いたします。ここでは、仮に0.6といたしましたので、排出量は18でございます。それに

対して、証書を適用しようとしたときに、省エネＪクレについては、ＧＨＧプロトコル上

使用不可でございますので、使えるのは非化石証書と再エネＪクレの部分でございます。 

 ポイントの②の部分ですが、kＷhベースで調整しますので、60ＭＷh分調整できるという

ことになります。仮にここでは一番上の石炭火力の60ＭＷh分に調整をするとした場合、石

炭火力はゼロになって、残りのガス火力の３トン、ＦＩＴ電気の18トンが残ります。その

結果、排出係数は0.21と算出されます。 

 このように、温対法ではゼロですが、ＧＨＧプロトコルのマーケット基準で考え直すと、

排出係数が残ってしまうと。こういったような計算の考え方の違いで、こういった状況に

なっております。 

 それでは、スライド18枚目にいきまして、今度は、需要家がＧＨＧプロトコル対応の排

出量の報告を実施する手順を考えます。 

 まずロケーション基準手法については、調達先にかかわらず、一律に全国平均係数を使

用します。このスライドでは0.5といたします。その結果出てきたものが、ＧＨＧプロトコ

ルロケーション基準手法の排出量でございます。こちらは、実務上、大きな問題はないか

と思います。 

 一方、マーケット基準手法の対応方法をスライド19以降に示しております。 

 この場合は、先ほどのスライドでご覧いただきましたように、３つのポイントがござい

ます。オフセットクレジットは使用不可、ポイントの２つ目が、証書はkＷhベースで調整、
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ポイントの３つ目は、ＦＩＴ電気は残余ミックスを適用というのがございます。ですので、

実際に契約している小売電気事業者から、このＧＨＧプロトコル対応の排出係数を入手す

る必要がございます。その照会を受けた小売電気事業者さんは、ＧＨＧプロトコルマーケ

ット基準手法に則って、先ほどのスライドでご覧いただいたような、ポイントの３つを考

慮した計算をして、需要家にお渡しいただく必要が出てきます。このスライド19で計算さ

れた排出係数は0.21でございまして、これが次のスライドの20に移っていきます。 

 そのように、需要家が対応しようとした場合は、小売さんに排出係数を聞いていただく

必要がございまして、調達先、このスライドでは、ＸＸ電力、ＹＹ電力、ＺＺパワーの３

社から調達していると仮定した場合、この３社それぞれに排出係数を問い合わせていただ

いて、排出量を計算するという手順でございます。 

 さらに、需要家側で、証書を適用して調整することもあるかと思いますので、その場合

は、スライド21でございます。 

 調達先の電気事業者の電気使用量と、あとは問い合わせた排出係数を用いて計算した排

出量を並べます。そこに適用する証書をもってきます。仮にこのグリーン電力証書、再エ

ネＪクレ、省エネＪクレをもってきた場合、まずポイントの１として、省エネＪクレは使

用不可です。ポイント２として、証書はkＷhベースで調整しますので、この図では、400

ＭＷh分の証書を保有していることとなります。それを仮にこの表の中では、ＺＺパワーの

電力300ＭＷhと、ＹＹ電力の100ＭＷhに適用したと考えた場合、それぞれ排出量は、ＹＹ

電力は半分適用されますので、80トンを40トンに、ＺＺパワーは全量証書が適用されます

ので、排出量がゼロとなって、合計61トンというような計算手順を踏む必要がございます。 

 ただ、なかなかいきなり需要家さんが、小売にすべて排出係数を聞いてくださいという

のも、すぐにできる話ではないかと思いますので、ＣＤＰ気候変動質問書においては、暫

定措置が発表されております。それがスライド22でございます。 

 ＧＨＧプロトコルのマーケット基準手法に対応する排出係数が入手できない場合は、暫

定措置として、温対法の電気事業者別調整後排出係数、事業者全体、またはメニュー別係

数を利用することが可能でございます。 

 最後の背景３として、日本における再エネ証書について、スライド23でご説明いたしま

す。 

 日本の国内には、現在、再エネに関する証書として、Ｊ－クレジット、ここでは再エネ

由来Ｊ－クレジットとしております。再エネ由来Ｊ－クレジットと、グリーン電力証書、
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非化石証書の３つがございます。ただ、これらの証書をうまく活用する必要がございます

が、この活用可能状況について、情報が整っていないという現状がございます。 

 スライド24以降で、それぞれの制度の概要を説明しております。 

 このあたりは割愛させていただきます。Ｊ－クレジットは、発行量が、再エネ由来Ｊ－

クレジットは約70万トン、113万ＭＷh相当発行されております。 

 スライド25のグリーン電力証書では、認証量が2017年度実績で、約40.3万ＭＷhでござい

ます。 

 スライド26、非化石証書では、初回オークションを５月に実施しており、そのときの市

場供出量は約530億kＷh、単位をＭＷhにしますと、5,300万ＭＷhでございます。 

 こういった証書と、グローバルなイニシアティブとの対応関係を示したのがスライド27

でございます。 

 再エネ由来Ｊ－クレジットとグリーン電力証書、非化石証書については、ＧＨＧプロト

コル、スコープ２ガイダンスにおける再エネ証書のクライテリアに合致していることを確

認しております。よって、これら３つの証書については、ＣＤＰ報告書及びＳＢＴにおい

て、再エネ証書として活用できることを確認しております。またＲＥ100については、再エ

ネ由来Ｊ－クレジット及びグリーン電力証書が再エネ証書として活用可能であることを確

認しております。この非化石証書については、済みません、高瀬さん。 

○高瀬シニアマネージャー  非化石証書については、ＧＨＧプロトコルという意味と、

やはりダブルカウントを防ぐ政府の証明の仕組みであるということで、そういう意味では、

合致しているとも言えるしというところではあるんですが、やはり昨今、ＲＥ100というの

は、企業のメンバーシップの団体ですので、そのメンバーである需要家さんにとって、日

本市場における再エネ電力調達という環境が整うということが、すごく切実な思いとして

あるということで、日本って再エネは、日本にいると遅れていると思いがちなんですが、

アジアの中では進んでいるとみられているところもございまして、ぜひ日本市場において、

透明性の高い再エネ調達という方法が実現することを望むというポジティブな意味を込め

て、そういった環境が整うまで、非化石証書って、あれですよね。再エネってまとまっち

ゃっていますので、それがしっかりと欲しい電気が買えるような日本市場になりそうだな

ということがわかったら、利用を認めたいということです。 

 ただ、エネ庁さんのほうで、先日、透明性の高い再エネ調達に必要な枠組みとして、欧

州でやっている発電源証明というのが、ベストプラクティスということであるわけなんで
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すが、それに準ずる仕組みというのを実証実験でやられるということが決まりまして、そ

この範囲のものに関しては、ぜひ利用可能とさせていただきたいということで、その後、

ＲＥ100企業にとって、日本という市場において、再エネ調達企業の透明性の高い、信頼性

の高い再エネ調達というのが実現できそうだなということであれば、全面的にトラッキン

グを待たない部分についても可能としていこうということが現状です。 

○事務局  済みません。これで資料３－２の説明は以上でございます。 

○山地座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、まず事実を説明しているということで、いいとか悪いとかというのは別の議

論になりますから、この事実関係について、ご意見、ご質問等ございましたら発言いただ

きたいと思いますが。では、工藤委員。 

○工藤委員  どうもありがとうございます。 

 恐らく、先ほどご説明あったとおり、これはガイダンスをつくるということが目的です

ので、わかる人だけがわかるということだと多分、目的に叶わないと思いますので、一つ

は、基本的な確認の質問と、それと少し気になる点の２点を確認したいと思います。 

 気になるほうを先に申し上げたいのですが、今ちょうど最後におっしゃられた27ページ

の非化石証書、ＲＥ100に対する適合性の部分です。高瀬さんからいろいろご説明があった

内容がそのままストンと理解できなかったので。恐らく、おっしゃっているのは、先行す

るトラッキングシステムの要素は、電源であるとか、個別の特性がある程度網羅されてい

て、それが何かしらの電子化された、もしくはそれに類似するようなもので行われている

というイメージだと思っております。ですから、そういったようなことに対して、今後実

証等でやろうとしているものの適合性を、どこでどのような形で判断されるのか、少し曖

昧だったので確認したかったということです。すなわち、これはあくまでも暫定的という

とらえ方なのか、今のとりあえずＦＩＴに関して動いている非化石証書については大丈夫

という意味なのか、その辺のところを確認したかったということです。 

 それからもう一つ、やはり表現的に少し気になったのですけれども、22枚目のスライド

のいわゆる暫定措置のところですが、文章をそのまま読みますと、「マーケット基準手法に

対応する排出係数が入手できない場合は暫定措置として」というように読めてしまうんで

すね。そうすると、小売事業者のほうから、そういう情報を提供してもらってくださいと

先ほどおっしゃっていたのですが、そういうキャパシティが十分でない事業が将来的に出

てくると仮定したところで、期ズレ的なものもある程度許容しているような話なのか、も
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しくは、日本の市場全体でこういうようなものがちゃんと報告されるような、いってみれ

ば、構造に移行していってほしいという意味なのか。この辺の意味は、場合によっては暫

定措置が続くのですかと解釈できてしまうので、その辺の解釈・ニュアンスを、もしおわ

かりでしたら、教えていただければと思います。 

 あとは、ちょっと細かい話で簡単に。一つは、いわゆるＧＨＧプロトコルに準じている、

もしくは彼らが推奨しているという表現を使っていると思うんですが、ＲＥ100なり、ＳＢ

Ｔなり、ＣＤＰの報告の、例えばＧＨＧプロトコルと定義している言葉と、それぞれのイ

ニシアティブで設定している定義は、皆共通、一致しているのかどうか。これは簡単にイ

エス、ノーで結構ですので、教えていただければと思います。 

 それから、これはガイダンスをつくる段にあって、やはり中身を理解する意味で、今回

の説明の中で、やはり再エネ以外のクレジットはだめということが説明されたのですが、

その背景は何なのか、議論の参考に教えていただけたらと思います。 

 同様に、データの信頼性のところで、区分として、いわゆる契約書を担保したというも

のと、電力供給者が提示したもので、ちょっとレベル感がずれていますね。実務的に考え

ると少しイメージが湧きづらくて、普通に考えれば、電力の需給契約をしている際に、こ

の料金ですよといわれて、その中には、ある程度そういった排出係数的なことも入ってい

るという話と、そうじゃない電力供給者が出している情報というものが、ちょっとうまく

区別がつかなかったので、その辺の区別がわかればお教えいただければと思います。 

 あと、小さい話なのですが、例えば、ＭＷhとkＷhが混在するような表記は、どちらかに

統一したほうが良いと思います。以上です。 

○山地座長  ありがとうございます。 

 質問に対する回答をまとめてとも思ったんですけれども、結構たくさんありますので、

忘れないうちに多分回答いただいたほうが。まず、非化石証書について、高瀬さんいかが

ですか。 

○高瀬シニアマネージャー  実証の成否なんですが、今、エネ庁さんで計画されている

トラッキング自体はすばらしいものに仕上がっていらっしゃって、さすがだなというとこ

ろなんですが、ＦＩＴの電気だけではなくて、これから非ＦＩＴも含めて対象にするのか

とか、そういったときに企業が電力を、再エネ電力を調達するというシーンを考えたとき

に、本当に使いやすいというのはそうですし、ＲＥ100というのは、ＣＤＰなんかはただの

報告ですけれども、ＲＥ100というのは、比較的意志をもった需要家が集まって、再エネを
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自分たちの需要のパワーをもって普及させる、投資を促進する、自分たちが投資をしたい、

自分たちの交流が投資になってほしいという要望があるので、そういったことがしっかり

と実現できるといいなというところです。 

 もうここはオープンではございますが、言ってしまいますが、例えば、ＦＩＴの場合は、

賦課金を下げるために使うということではあるんですが、そうするとやはり将来の投資に

は繋がらないというような、少し非化石証書に対するモチベーション、購入のモチベーシ

ョンが下がるねという話もあったりして、そういったところが非ＦＩＴではしっかりと将

来の投資に繋がるというようなところができると、より魅力、すごくいい透明性の高い市

場というように、透明性が高いというか、自分たちの意図が反映されやすい市場になるな

というところです。 

 時期なんですが、これはエネ庁さんを含めて、政府としてなんですかね、どことしてか

というところは、私はわからないんですが、こういう非ＦＩＴも含めて、再エネの将来の

調達の絵というのは、こういうようになっているというような、日本語でいうとロードマ

ップのようなものですかね、というのが公表されるということをもって、非化石証書を全

面的に使えるように応援する対象としていきたいなというようなところです。これが１番

目です。 

 ２番目、22ページ目のこの暫定措置ということなんですが、これ本当に温対法は法律な

んですが、ＣＤＰは投資家要請の自主的回答ですので、ＣＤＰ気候変動質問書への回答と

いうのは、投資家に向けた自分たちの活動報告であるということで、基本的にＧＨＧプロ

トコルをベースに、例えばClimate Action 100+ なんかも含めて、温室効果ガスの排出と

いうのはみている。特に、スコープ２というのは、削減する場所なんですよね。削減どこ

ろというか、削減どころに関して、ちょっと不透明、わかりにくい、共通のルールではな

いものを使っているということで、マイナスに働く可能性はなくもないけれども、一応こ

れ国でやっている制度なんだという主張をされるんだったら、それはいいだろうと。そう

いったところですね。あくまでも自主的な回答なので、こうしなきゃいけないということ

ではなく、ただやはりＣＤＰとしては回答の質を保ちたいということで、ＧＨＧプロトコ

ルという共通のルールをお示しはしている。ただ、国の出している算定制度というのは、

もうＣＤＰ回答されている、きょうオブザーバーで来ている企業の方もいらっしゃると思

うんですが、ずらっと並んでいるんですね。もう自主的なものなので、どれでもいいよと

いうのが基本です。ただ、今後削減というのがみられるときに、ＧＨＧプロトコルで削減
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とちょっと整合をしないとというところはあります。 

○山地座長  その他の部分で、事務局で対応して、ただし、ちょっと進行上もあるので、

簡潔に答えてください。 

○高瀬シニアマネージャー  ＳＢＴと用語は一致しています。一致するようにつくって

います。 

○山地座長  あと何かございますか。 

○事務局  済みません、みずほの柴田です。 

 工藤先生がおっしゃったご質問の中で、用語の統一という話、もう一つ観点があったか

と思います。ＣＤＰさんは、どんな報告プログラムの排出量を使ってもいいと言っている

んですが、実際に回答表でつくられている枠の表現は、全部ＧＨＧプロトコルがベースに

なっています。 

○山地座長  事務局のほう、よろしいですか。 

 非化石証書については、今から非ＦＩＴの再エネ、それから原子力のほうへいっていく

と思いますので、そのあたり見ながらだと思うんですね。ＲＥ100と言われると、多分再エ

ネなんですけれども、カーボンディスクロージャーという話になると、非化石の原子力も

入るかなと思ったり、それは議論のところなので、今回ははっきりさせるという、どうい

う制度になっているか、そういう趣旨で議論を進めたいと思います。 

 あと私もちょっと、非化石のところで気になったのは、26枚目のスライドのところで、

市場供給量は530億kＷhというんだけれども、落札されたものは、ものすごく少ないわけで

すので、合わせてそういう情報も必要なんじゃないかと思っております。 

○高瀬シニアマネージャー  済みません。さっきの工藤さんの最後の点、すごく重要な

ので、会場にいらっしゃる皆様も含めて、一度共有させていただきたいんですが、オフセ

ットというのは、何かベースラインがあった上の削減ということで、ダイエットに例えれ

ば、私これを食べなかったわよというものなんです。結局は何を食べたかが重要なのでと

いうことで、ＧＨＧプロトコル・スコープ２ガイダンスなどでは、電気とその特性として

の属性証明とか、そういった形で再エネ電気だという定義をしましょうということで、オ

フセットとはまた全然違う発想をしていることが、すべてのバックグラウンドにあるので

はないかなと思います。 

○亀井室長  済みません、環境経済室の亀井ですけれども、この場の議論を一回確認し

ておきたいんですが、この場は、我々温対法だとか、あと再エネＪクレだとか色々な制度
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を運営させていただいていまして、それとはまた並行した形で、いろいろなイニシアティ

ブが走っていらっしゃると。この関係が同じなのか、違うのかという疑問が、利用者の方々

にあって、そこをまず一回整理してみようということで、この会をもたせていただいてい

ます。個別の制度について、政策論するという場ではないので、なので、今エネ庁さん考

えていらっしゃるものについて、そういう制度だねという、ファクトを整理するというの

はありますけれども、そこ自体、別途検討の場がありますので、この場ではあくまでも、

その差が、どういう差があって、どういうようにご利用されたらいかがなのかということ

を明らかにするという場に、是非していただきたいなと思いますけれども、よろしくお願

いします。 

○山地座長  冒頭にも私が申し上げたことと全く一致する内容だと思います。 

 ほかの委員の方、資料３－２について、何か質問、コメントございますでしょうか。は

い、では馬場委員。 

○馬場委員  ありがとうございます。 

 事前にもお尋ねして、今またもう一度確認したいことがあります。今回、年度末にとり

まとめるガイダンスは、非化石証書のうち、ＦＩＴ電源のものを対象に議論するという理

解でよろしいでしょうか。 

○山地座長  これは私より事務局、私はもう少し全体のガイダンスだと思って、どこか

で、非化石証書にフォーカスするのではないと思っているんですけど。 

○事務局  ご質問どうもありがとうございます。 

 特にＦＩＴのみに特化してというつもりはなく、その時点で、既存の制度のもとでとい

う整理をしたいと思っています。もしほかの、ＦＩＴ以外も整理がついていれば、もしか

したら対象に入るかもしれませんし、そこはほかの検討を見つつということかと考えてお

ります。 

○馬場委員  わかりました。では、とりまとめまでに「既存」になっていない制度につ

いては、今回は対象にしないということですね。 

 済みません、繰り返し同じことでしたら申し訳ありませんが、非化石証書のＦＩＴ電源

由来の非化石証書は、ＲＥ100への対応に「○」がついている前提で議論するという理解で

いいでしょうか。 

○山地座長  いかがですか。注がついていますけどね。 

○事務局  そうですね。あくまでもその時点での情報をもとに整理をするということだ
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と考えております。 

○山地座長  ほかの委員の方、いかがでしょうか。よろしいですか。大体ご存じの方は

ご存じの内容だったということですね。ただ、表現とかいろいろ工夫の余地はまだあると

いうことなので、対応お願いします。 

 それでは、議事次第の３について入りたいと思います。まず資料４と５、続けて説明を

お願いいたします。 

○事務局  ありがとうございます。 

 では、資料４及び別紙と資料５について、ご説明させていただきます。 

 本研究会でご議論いただきたいことと書いておりますが、ご議論というか、ご助言とい

うか、いただきたいことということかと思います。大きく３つ挙げさせていただいており

ます。 

 １から３は、ガイダンスをつくる背景的なものとか、研究会の進め方に関わるところ、

４から６は、ガイダンスの中身に関することかと思っております。 

 まず１ポツ目、国際的にはＣＤＰやＧＨＧプロトコルなど、民間のイニシアティブの影

響力が増しつつあるというところですが、この流れをどうとらえていくか。また、日本で

もＲＥ100の参加企業が増えてきておりますように、最近特に再生可能エネルギーに関する

注目が集まっていると認識しておりますが、投資家の方であったり、一般の国民の方とい

うのは、それをどうみていると感じておられるかということをお聞かせいただきたいと思

っております。 

 ２つ目、現行制度のもとでと書いておりますが、日本企業の再エネ、投資を促進させる

ために、国内における再エネ証書、再エネ由来Ｊクレ、グリーン電力証書、非化石証書の

利用を拡大させる方策があればというところでお聞かせいただきたいと思っています。 

 ３つ目、本ガイダンスは、国際的イニシアティブへの参加を始め、自らの環境への取り

組みをグローバルに発信しようとする企業を利用者として想定してございます。今回のガ

イダンスの作成に当たりましては、需要家の方へのヒアリングというものをやってみたい

と思っておるのですが、その需要家の方以外にヒアリングをすべき対象があれば、お聞か

せいただきたいということで、例えば、排出係数、需要家の方がＧＨＧプロトコルに合っ

た排出係数を、小売電気事業者からいただくわけですが、その相手となる小売電気事業者

であったり、あるいは需要家の方であっても、ＲＥ100にもう参加されている方ではなくて、

参加をこれから検討する企業の方というのもあるかなと思っていまして、こういうところ
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のご意見をいただければと思っております。 

 ４以降が、ガイダンスにかかわるところでございます。４が排出量に関するところ、５

が再エネに関するところになっています。 

 ４のＧＨＧプロトコルに基づき、需要家が、温室効果ガス排出量を算定する際に留意す

べきことは何か。留意と書いておりますが、ガイダンスにこういうことも書いたらいいん

じゃないという視点でいただければと思っています。あくまで論点の例として、２つほど

挙げさせていただいています。 

 まず１つ目、再エネ証書を利用する上で、複数の小売電気事業者から電気を購入してい

る場合の扱いということで、先ほど、資料３－２のページ19のほうで、複数の電気事業者

から電気を買っているケースということで、計算の例が示されておりましたが、ＧＨＧプ

ロトコルでは、どの電源に充てても、どの電源に利用しても構わないというようになって

いる場合、このように複数の小売電気事業者から電気を購入する場合、どうすればいいん

だろうかということがあるかと思っております。 

 ２つ目の②ですが、自らが契約している電気の排出係数、これは需要家の方から、小売

電気事業者にお願いする形になるかと思うのですが、ＧＨＧプロトコル対応の排出係数を

入手する場合の注意点ということで、先ほど工藤委員から、排出係数の期ズレの話がござ

いましたが、こういうところも含めていろいろ注意する点がもしかしてあればということ

で、挙げさせていただいております。 

 ５つ目ですけれども、需要家が再エネ価値を主張する際に、留意する点は何かというと

ころで、同じように、ガイダンスに書くべき項目があればということで、お願いしたいと

思っています。 

 論点の例の１つ目ですけれども、国内における再エネの調達オプションということで、

別紙１のほうをご覧いただければと思います。別紙１のほうで、国内における再エネの調

達方法として６つほど挙げさせていただいております。ただ、細かくちゃんと精度を上げ

れば、もっと細かくなったりするのかなとは思っておりますが、大きく需要場所の内、外、

どちらかで発電しているか。また、自社の発電なのか、他社の発電なのか。さらには、再

エネの証書をどこで利用するのか。小売側で利用するのか、需要家がみずから利用するの

かという観点で、６つほどパターンを挙げさせていただいております。こういうこともガ

イダンスに書き込んでいければなというようにして挙げさせていただいているところでご

ざいます。 
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 次に、②のほうで、需要家が自社のバウンダリ内で再エネ証書を創出、移転した場合の

再エネ可否の主張方法ということで、こちら誠に恐縮なんですけれども、別紙の２のほう

をご覧いただければと思っております。 

 この別紙の２のほうに、再エネ証書の創出・移転における注意点ということで、まずは

大前提として、環境価値の二重主張というのは避けなければいけないということを書かせ

ていただいた上で、ＳＨＫ制度の例を挙げさせていただいております。すなわち、ＳＨＫ

で調整後の排出係数、排出量というのを算定する場合におきまして、自分たちの工場とか

のバウンダリの中でクレジットをつくり、それを他社に移転した場合、というのは、移転

した分のクレジット量に当たる部分は環境価値が主張できないというように考えておりま

すので、その分の排出量、ここではただ、この例でいうと、200ｔ－ＣＯ２をオンセットと

書いていますが、この部分に当たります。その部分をプラスすることによって、環境価値

の二重主張を避けるということをやっております。こういったことは、再エネにおいても

考えなければいけないのではないかということで、一例を挙げさせてもらっております。 

 資料４に戻っていただきまして、③の国際的イニシアティブにおける環境価値の二重主

張の留意点という点でございますが、②とかなり密接に関係するところなんですが、再エ

ネのクレジットを自分たちの需要家が、自分たちのバウンダリの中でつくって、それを移

転したという場合において、その分の移転した分の証書に当たる排出量というのはどう考

えればいいんだろうかと。ここはもしかしたら、二重主張になってしまうのではないだろ

うかということで、留意すべき点として挙げさせていただいております。 

 論点例の４に移ります。こちら、ＳＨＫ制度におきましては、小売電気事業者が、再エ

ネＪ―クレとかを使って、排出係数の調整を行うことができます。こういった電気を買っ

たときの需要家、その調整に使った再エネ価値というのは、どういうように需要家が考え

たらいいのだろうかという点において、一つの論点として挙げさせてもらっております。 

 最後、６．になりますが、現在ガイダンス構成案は、資料５のように考えているという

ところで、資料５をご覧いただければと思います。 

 まだ全然粗々ではございますが、このような感じのことを書いていってはどうかなとい

うことで、一例を挙げさせていただいております。ここにおきまして、需要家の目線に立

ったときに、もう少しこういうことも書いたらいいのじゃないのとか、あるいは、ここは

ちょっと丁寧に説明すべきじゃないのとか、そういった点において、ご助言等いただけれ

ばということで挙げさせていただきました。以上になります。 



- 22 - 
 

○山地座長  説明ありがとうございました。 

 それでは、資料４に、この研究会で議論していただきたいことで６項目あるんですけれ

ども、後半の４、５、６がガイダンスの中身に関することですから、ちょっと議論を少し

分けて、まず１、２、３、全般的なことというか、背景的とか、そういうことの関係、ま

ずは、１、２、３の論点をここに資料４に提示されているものについて議論して、それか

ら４、５、６のほうに移っていきたいと思います。よろしいですか。 

 では、どうでしょう。１、２、３の論点。では、吉高委員。 

○吉高委員  ありがとうございます。 

 このたびのこのイニシアティブ、大変歓迎しております。私は、ＥＳＧ投資に関して多

くのアセットオーナー、アセットマネジメントの会社と面談し気候変動の話題が多くでま

す。一方、発行体からも同様に面談する中で、特にＲＥ100などに関するご相談を受けてい

まして、皆さん悩んでいらっしゃるのを肌で感じております。その点で、今回このような

整理をしていただき、そしてガイダンスが出るというのは大変歓迎することだと思ってお

りますので、まず、最初にその御礼を述べさせていただきたいと思います。 

 先ほどの馬場委員からもご質問がありましたが、ＲＥ100のような国際的イニシアティブ

に対応するためだけのガイダンスなのかということです。ＭＥＴＩが進めている競争価値

の創造のプロセスとして企業が2030年、2050年に向けて長期ビジョンを出していらっしゃ

います。その中で、多くの企業が既にゼロミッションのビジョンをうたっています。これ

らの企業に対しても、将来的に、暫定的なステップとして、証書がどのように使っていけ

るのかという道筋があるといいのではないかと思っております。１の論点に関しては、高

瀬さんもおっしゃいましたが、投資家が評価する場合の情報の使い方という視点と、自ら

再エネを使うということを率先的にやる場合の証書の使い方という視点で違うと思ってお

ります。 

 投資家はそこまでまだ、みられていませんし、データベースでＥＳＧの投資の判断をす

る場合、確かにＣＤＰは活用するけれども、それだけに頼るわけではない。したがって、

投資家にとって、事業会社がどのように証書などを使うかという見方というのも必要かも

しれません。企業にとってのゼロエミッションをする際のステークホルダー、機関投資家

以外に、一般国民、すなわち、個人投資家、消費者などいろいろな見方があるので考慮す

る必要があろうかと思います。 

 ２番目の論点については、再エネの投資を促進させるために、証書の活用の意義の整理
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があるかと思います。長期ビジョンでゼロエミッションを掲げ、再エネ投資などを検討す

る企業における、証書による再エネ化の活用の優先度について整理をしていただければい

いのかなと思います。 

 ３番目に関しましては、ここにございます以外に、機関投資家、ＴＣＦＤに関連して賛

同している企業などもあるかと思います。事業会社に関しましては、多量のエネルギー需

要家だけではなく、多量消費でなくても気にしている企業もいますので、広く意見を聞い

ておいたほうがよいように思います。不安を抱えている企業に対して示唆になり、活用に

広がりのあるようなガイダンスをお願いできればと思います。 

○山地座長  ありがとうございました。 

 ほかの委員、いかがでございましょうか。では、藤野委員。 

○藤野委員  どうもありがとうございます。 

 １番のほうは、確かに注目も集まっているし、これだけパリ協定、またはＳＤＧsの流れ

の中で、フォローアップとレビューというのが、世界の今後のトレンドになる中で、公的

機関のみならず、こういった第三者機関の評価というのは、これからますます重みを増し

ていくものではないかというように、自分自身も注目を置いているんですけれども、その

中で、ここで一つ飛び抜けて進んでいるところがあるので、これは重視していくことが１

番として大事なのではないかなと思います。 

 ２番目は、私自身は、例えば、東京オリンピックとパラリンピックでの持続可能性計画

の中で、第２版で再エネ普及というのを書いていて、こういった中で一つ流れになりなが

ら、こういった再エネ証書等がうまく活用できるようになればいいなとは思うんですけれ

ども、ただ、やはりお金との関係もあって、非常に悩みながら、組織委員会のほうも進め

ている中で、確かに国際的イニシアティブと、情報発信ですね。その関係性が、中でも委

員の議論、先般、脱炭素ワーキンググループのほうで、どの再エネがふさわしいのかみた

いな議論もしたんですけれども、その中で、こちらのほうでも情報発信しながら、東京オ

リ・パラのほうでは、ＩＯＣのほうに繋がって、やっている議論が、ＩＯＣのほうからも

逆にプレッシャーがかかってきて、もっといい再エネのものを進めるようにみたいな関係

性もあり得るので、その点、来年３月末までには、こちらのほうのガイドラインができて

くるということは、一ついい情報の発信になるのではないかなと思います。 

 ３番ですけれども、もちろん先ほど需要家と投資家の話がありましたけれども、再エネ

をつくっていく人に対しても、そうすると幅が広がり過ぎるのかもしれませんが、先日、
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徳島のほうに行ったときに、徳島県の地域エネルギーを普及させようというグループも、

かなり熱心に新しい電源をつくっていくというような活動をされている中で、意外とそう

いうところはこういうグローバルな情報に接していませんので、そういうところが質のい

い再エネをつくって、それがグローバル投資家とつながっていく、またそれが需要家に繋

がっていくみたいな感じになると、かなり彼らのインセンティブ、高まる可能性もあるの

で、そういう視点、対象が増え過ぎてしまうのかもしれませんが、やはり質のいい再エネ

を増やしていくということも大事なのではないか。一方で、昨今の制度の狭間で、ちょっ

と地域に問題を起こすような再エネもある中で、アセス上は認められてしまっているのか

もしれないですけれども、今後のトレンドとしては、そういった再エネが普及していくこ

とは、多分、こちらのほうのＣＤＰだったり、ＧＨＧプロトコルの趣旨は、将来の投資に

つながる再エネ、よい再エネをふやしていくというのが趣旨でしょうから、その点は、ち

ょっとどこまでこういう中に入れられるかわからないですけれども、一歩先んじて、やは

り質のいい再エネというのが何なのかというところも含めて、この国際イニシアティブ、

ＣＤＰ、ＧＨＧプロトコルがどうと、そちらチェックされたほうがいいかなと思います。

以上です。 

○山地座長  他にはどうでしょうか。順番では馬場委員ですかね。 

○馬場委員  では、順番に、失礼します。 

 普段から、取材などでいろいろな企業の環境実務の担当者と話す機会が多く、今年から

投資家と話す機会も増えています。今、企業ではＣＤＰを機関投資家に対する情報開示プ

ラットフォームとして重要なものととらえたり、ＣＤＰの質問書を自社の気候変動対策を

ブラッシュアップするためのツールととらえて真摯に対応するケースが増えております。 

 他の委員の先生方がおっしゃっていないこととして、2012～13年ぐらいから、企業から

ＣＤＰへの情報提供が日本の国内で積極化したと思っておりまして、背景には、花王やト

ヨタ自動車、日産などが、ＣＤＰのサプライチェーンプログラムを使って、サプライヤー

に情報開示を求めるようになったことがあります。ＣＤＰへの回答が、投資家だけでなく、

顧客対応の面、自社の生き残りのためにも重要になっており、重要性を増していると思い

ます。 

 今、日本企業の名前を挙げましたけれど、欧米の企業、例えばユニリーバなどがサプラ

イチェーンプログラムを活用しています。そのため、日本の企業に通じる温暖化対策のツ

ールや証書だけでなく、世界の企業が納得するものを使う必要があると日本企業の担当者
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は感じています。投資家だけでなく、サプライチェーンの最上位の欧米企業が評価してく

れるツールを適切に使っていること、それを適切にＣＤＰのプログラムを通じて情報開示

できるということが、日本企業にとって必要なことと思います。 

 ただ、今回のガイドライン策定に当たって取り上げる証書類が、いろいろな特徴をもっ

ているので、どう表現していいのかわからないという点は、企業の多くが実際に悩んでお

りますので、ガイダンス策定はよいことだと思います。 

 資料４論点２、再エネ証書活用の拡大方策についてですが、企業事例が伝わるといいの

ではないかと思います。この場では、例えば自社の社屋の屋根に再エネを設置することと、

再エネ証書を調達することを比較するのは議論対象外ですが、企業担当者と話していると、

「証書を買ってくるのではだめ」と考える人が多い。また、グリーンボンドを発行して調

達した資金を用いて証書を活用した再エネ電力調達をしようとしたところ、セカンドオピ

ニオンで低く評価された例もあります。証書を利用してもよい、評価されることと伝わる

ように、例えば世界的に評価されているアップルが、実は再エネ証書の類いや外部からの

再エネ調達でＲＥ100を達成しようとしているなどの事例を積極的に伝えると、再エネ証書

の活用が適切に評価される仕組みを作れると考えます。 

 同じ資料の３については、「自らの環境への取組をグローバルに発信しようとする企業」

がガイダンス利用者とのことですから、そういった企業が「情報を発信することで誰に評

価してもらいたいのか」を考えると、国内外の、特に欧州などの機関投資家や、情報ベン

ダー、その事情に詳しい識者などといった方に、企業の再エネ活用についていったい何を

どのように評価するのかを話していただきたいところです。また、ＲＥ100に参加し、サプ

ライチェーンにも参加を呼びかけている企業、サプライヤーに再エネ調達を促そうとして

いる企業から、何をサプライヤーに求めているかを聞いてはいかがでしょうか。以上です。 

○山地座長  ありがとうございました。では、工藤委員。 

○工藤委員  簡単に。 

 １つ目については、目標、目的説明であるとか、こういうことをやりたいとか、そのも

のだと思います。今まで委員の方がおっしゃったとおり、非常に強い興味をもっている方

が増えてきているし、今後、より進んでいくのだろうということですので、そういったこ

とをきちんと意識して、先ほど亀井室長もおっしゃったように、違いというものを明確に

示して、理解を促すということがまず大事だと思っています。 

 ただ、そういった意味で、実はちょっと丁寧に確認を行ったほうがいいと思うのは、今
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出てきたようなＳＢＴであるとか、ＲＥ100であるとか、そういったＣＤＰ等のスコアだと

か、それぞれの数字であったり、イニシアティブのゴールの違い等の特性です。ネガティ

ブにやる必要はないので、それぞれが何を目指しているのかということは、多分にいろい

ろクリアにしていくということが結構大事だと思います。再エネに着目しているという話

なのか、ＧＨＧ総量に着目しているのでも大分違いますので、そういった視点をやはり考

えて、ガイダンスの内容を考えていくべきと感じました。 

 ２番目は、今、馬場委員がおっしゃったとおり、事例云々というのは、アメリカのグリ

ーンパワーネットワークでも、アメリカ内外のそういった事業者の取り決めみたいなこと

をずっと継続的にアップしています。非常にわかりやすい事例を示していくと、ガイダン

スの内容がわかりやすくなると思います。既存の関連する機関の取り組み等で、こういっ

たような情報をうまくシェアするネットワークというのがあってもいいかなと思います。 

 以前、いろいろお手伝いしたグリーンエネルギーパートナーシップなど、まさに同じよ

うなコンセプトで、内容理解を促そうと取り組んできていますが、なかなか理解促進に繋

がらないと悩んでいたということもあります。ですから、いい機会ですから、いろいろな

取り組みを相互にネットワーク化してみんなが知るような仕組みの構築を図っていっては

どうかなと感じております。 

 最後に３番目で、今まで皆さんがおっしゃったとおりの思いなのですけれども、今もキ

ーワードとして、ＴＣＦＤとか、それから私が今かかわっているＩＳＯの世界で、金融関

係の取り組みが数多く進んでいるんですね。ですから、皆さんの興味は、ここにあるよう

な、例えば今回挙げている３つでとどまっているのか、ＴＣＦＤなり何なりと、相互関係

というものを気にしているかについて事業者の方にヒアリングをした上で、必要が認めら

れるならば、よりスコープを広げた対象層へのヒアリングを行っても良いかと思います。

個人的には、データの信頼性に関連した取り組みのあり方みたいなもの、特にこれは自主

的な取り組みであって、こういう検証・認証を行わなければならないということが明示化

されているようなものがない、逆にいえば、事業者の方が社会的信頼性を得るにはどうし

たらいいのだろうと悩むことなのかなと思っております。これには、データの適正度も含

まれます。ですから、この辺のＣＤＰ等の取り組み、恐らくサポートされている方たくさ

んいらっしゃると思うので、そういった方に事例紹介的な意味も含めて、アドバイスみた

いなことをいろいろ述べていただくのも、ガイダンス作成では有効かなというように思い

ました。以上です。 
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○山地座長  ありがとうございました。一通りご意見いただきましたけれども、追加は

よろしいですか。 

 ここは、１番目については、国際的な民間イニシアティブ、影響力がますます増して、

関心が非常に高いということなので、ガイダンスが大事だ。それも日本企業の活動が世界

で行われているんだから、世界で受け入れられるそのために過不足のないように、こうい

うことですね。 

 ２番目のところも、やはり直接調達と証書と比べると、やはり証書はどうしても劣るよ

うな気があるんだけれども、具体的な事例等を通して、証書というものの意義をもうちょ

っとちゃんと出していけるのではないか。 

 ３番目も、皆さん、要するに、より広い範囲で、先ほど工藤さんがおっしゃったような、

データ信頼性とか、そういうところ、こういうものをやる場合には非常に大事になってき

ますから、そういうのも含めた範囲で、有識者とか、あるいは情報メディアを含めて、よ

り広い範囲でヒアリングがいいのではないか、そんなことだったかと思います。議事録も

残っていると思いますが、私の印象はそんなところです。 

 では、次の後半の３点のほうに移っていいですか。これはもうガイダンスの中身にかか

わることで、４、５、６、私はこの研究会は多分３回ぐらいと聞いていますので、要する

に、余り議論の場がありませんので、１回目ですけれども、かなり細かいこともいってく

ださって結構なので、この４、５、６の問題について、皆さんからご意見伺いたいと思い

ます。いかがでしょうか。順番で吉高委員だって工藤委員おっしゃっていますけれども、

どなたからでも。では、工藤委員、どうぞ。 

○工藤委員  ありがとうございます。 

 ４ポツの、特に論点例というのを事務局のほうで整理していただいて、逆にいうと、こ

れはぜひいろいろな意味で、ガイダンスの要素として詳細化を説明していただけたらいい

と素直に感じた次第です。 

 そういった意味で、実際に、ポイントになるのは、ここにどういうことを論点として取

り上げるかということに加えて、やはりユーザーそのものが、だれをユーザーとするかと

いうのもあるのですけれども、きちんと判断、理解できるかを確認していくことかと思い

ます。ガイダンスが情報発信された後、しばらくは、企業の質問等に答えるような仕組み

を短期的でも構わないので、いろいろ配慮するということは大事かと思います。 

 もう一つは、やはり先ほどのパイロットの話も出たのですけれども、内容については継
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続的にアップ・トゥ・デートしていかないと、外部の情勢が変わってしまう性格のものと

いう気がいたします。ですので、ガイダンスをある程度、年度内にまとめられた段階で、

そのいわゆる内容的に修正がかかったものの扱いというものを、しっかりと最後の段階で

は議論をする必要があるという気がいたします。 

 ６番なのですけれども、実際に盛り込むべき事項ということでいいますと、今着目して

いる地域は欧米が中心かもしれないですが、海外で事業展開する方の中にはそれ以外の

国々もあり、特に情報が薄いのは、そうした国々であったりします。ＲＥ100への取り組み

を考えますと、当然、当該地での再エネ調達が基本になりますので、そうした地域の参照

情報を意識して記載してはどうかと思います。 

 それから、証書の概要説明を丁寧に行うことが大事だと思います。需要家が調達するの

か小売事業者が調達するのかといった点も含めて丁寧に説明する。証書の違いや利用者、

利用の仕方等の理解が進む様に考えたほうがいいという気がいたします。 

 あと強いていうと、小売事業者、先ほどもやはりＧＨＧプロトコルと整合、ＣＤＰの整

合性のところでは、小売電気事業者から需要家に対する説明なり、コンタクトというのが

結構大事そうだとされていました。逆にいうと、そういうようなことを意識して、できる

だけＧＨＧプロトコルに近づくようにするためには、小売電気事業者の人がどういうこと

を需要家に対して伝えてくださいというような、小売事業者に対する推奨事項も、ある程

度丁寧に説明したらいいと思いました。以上です。 

○山地座長  ありがとうございました。では、馬場委員。 

○馬場委員  ありがとうございます。 

 ４から６は大分テクニカルな話で、1つずつ区切ってお話しするのは難しいのですが、工

藤委員もご指摘のように、さまざまな証書の区別、整理、説明を丁寧にしていただく部分

を厚めにとっていただきたい。企業の環境実務の担当者向けに分かりやすい説明があるほ

うが、扱いやすいと思います。 

 また、この構成案の３の算定方法について、ＳＨＫ制度の算定方法とＧＨＧプロトコル

の算定方法と併記するのか。あるいは、もうこれはあくまでＧＨＧプロトコルの説明だと

いうことでＧＨＧプロトコルの説明に限定するのか。教えていただけますか。 

 もう一点、３．１について、系統から調達する電気の排出係数です。工藤委員もご指摘

されましたように、アジア、アフリカ、いろいろな地域で海外展開している企業には排出

係数を調べるのが大変という話をよく聞きます。実現可能性や、今回のガイダンスのスコ
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ープ内かどうかなどは分かりませんが、例えば海外の国の全電源平均のデータベースがあ

れば、有益な情報になろうと思います。 

 そしてガイダンスができ上がった際には十分な説明会を開催する他、今後、制度変更に

伴う修正がいつ入りそうかといった予定や見通しをガイダンスに掲載したり、必要に応じ

てユーザーに知らせたりするなどのアフターフォローも必要と思っております。以上です。 

○山地座長  では、藤野委員、お願いします。 

○藤野委員  ありがとうございます。 

 一つは、今回、熱は特に挙げなくていいんですか。かなり電力に寄って、確かに電力の

扱いが、ほかの国からすると複雑なので、そこを注視して解説を書くというところでよい

かどうか。 

 それから、少し気になったのは、これは政府がやるという理由のところで、そもそもＣ

ＤＰとかＲＥって、民間のイニシアティブでグローバルで動いている中で、政府の立場で

これに対するガイドラインをつくるというところの位置づけというのを、無条件にＣＤＰ、

ＲＥの活動に、日本の企業が参加することを促すという類のものなのか、やはりグローバ

ルなトレンドで、ある種のリスクも含めて、ＣＤＰ、ＲＥが普及しているという中で、こ

れをどう読み解けばいいのかという、ある種の解説書というか、そういう立場で、我が国

政府がやっている政策との、民間企業、不利にならないようにという類でのガイドライン

を策定しているというところを、ある程度明示しておいたほうが、１番で私も積極的な発

言はしたんですけれども、そこの立場みたいなのは、少し気になりました。 

 細かいところは、多分需要家の方に聞いて、彼らが悩んでいるところが解けていくとこ

ろの過程で、一般化できるのをガイドラインにするのがいいのかなと思うので、今の時点

で、４とか５について、私からもっとこれについてというのは、特に今のところはないの

ですけれども、その点は、よくよく、今現場で悩まれている方の意見をみていただけたら

なと思いました。以上です。 

○山地座長  吉高委員、お願いします。 

○吉高委員  まず、ガイダンスのタイトルですが、タイトルと前書きによってガイダン

スの受け取り方が変わってくると思いますので吟味が必要です。そして、タイトルと前書

きによって、構成案も変わるのではないかと思っております。本ガイダンスをシンプルな

説明書として位置づけるか、先ほど馬場委員が言ったような事例集はよいと思いますが、

誘導的になる可能性もあります。ガイダンスを出す位置づけというのをクリアにすること
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が重要かと思います。 

 ＧＨＧプロトコルに対してはこれまで世界的に使われておりますので、投資家も一部勉

強し始めてはいると思います。一方、本邦国内事業者としては温対法の優先度について整

理がないと、既存のデータなどが活用されない可能性もある。また、小売電力事業者のデ

ータ入手手段について支援する場合の公平性ということも気を付けなければならないと思

います。 

 ５番目に関しましては、かなり細かくなる話であり、ここで議論するべきかどうか。例

えば資料別紙１のような再エネ調達法について全部のオプションを考えてガイダンスをは

め込んでいくというのが適切か。ＲＥ100はイニシアティブであって、ルールなどもその加

盟企業間で決まっていると聞きます。再エネ証書の活用は国際的に公式ルールではなく、

投資家などの情報を使う側の知見にも大きな幅があるため、誘導的にならないようにする

ことが重要かと思います。 

○山地座長  どうも、貴重な意見、ありがとうございました。一通り回りましたけれど

も、追加的にご発言ございますか。では、工藤委員。 

○工藤委員  先ほどどなたかが、政府がこういうことをリードすることの意味というこ

とを言っていたのですけれども、類似したガイダンスをアメリカのＥＰＡが公表していま

す。どういう形で再エネ電気を需要家が調達できるのか、さまざまなオプションを丁寧に

説明しています。本質的に、ＥＰＡ自身の認識はボランタリーなアクションであり、ボラ

ンタリーなアクションを誘発する様に、需要家等の理解が進む情報を出している。ですの

で、先ほど別紙で出されていた調達オプションの整理などは参照にはなると思います。自

分の立場から何が選べるのかを理解する意味では有効だと思います。先ほど紹介したＥＰ

Ａの事例を、日本版の内容を考える上で比較検討するというやり方も考えられると思いま

す。 

○山地座長  ありがとうございました。 

 ほかには、よろしいですか。では、一通りご意見いただきました。 

 まず、ここは大事なところで、今後も議論続けていくんですけれども、吉高委員がおっ

しゃった、確かにガイダンスの名前をどうするか、中身も決めますが、研究会の名前から

いえば、この国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイドライン、ガイダン

ス、こんなところかなと思うのですが、事務局は、ガイダンスの名前について、何か今お

考えですか。 
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○事務局  ありがとうございます。 

 実は、ガイダンスの名前については、明確にこうしようというのは決まっておりません

で、ただ、座長おっしゃられたみたいに、研究会のタイトルがこちらになりますので、か

なりこれに近しいタイトルになるのかなと、今想像しているところでございます。 

○山地座長  私ももともと環境価値研究会でかなり一般的な名称だったんだけれども、

これに変えたということは、恐らくガイダンスの内容をかなり反映させていくということ

だと思います。 

 それと、もう一つ、そういうバウンダリ的な話をすると、藤野委員から、もっぱら電気

のことばかりいっているんだけれども、熱はどうなんですかと、これはどうですか。 

○事務局  そちらにおきましては、確かにスコープ２というと、熱も入るのではござい

ますが、一旦やはり電気が大きな問題と考えておりますので、まずは電気と考えてござい

ます。 

○山地座長  熱ももちろん熱供給事業があって、取引されていて、グリーン熱証書とか

もあるわけですけれども、規模からいえば、相当小さいし、そんな大きな取引でもないと

いうところかと思うのですが、しかし、温室効果ガス算定というときになると、当然です

が、熱も入ってくることは確かです。 

 それで、目次案というか、この資料５についても、いろいろと意見はいただいているん

ですけれども、これは今後改定していって、タイトルも少し出してきてほしいんですが、

やはり関心の高いのは、アジアとか、ＣＤＰとか、ＳＢＴとか、ＲＥ100以外にもあるとい

うのはあるけれども、多少の情報を提供するぐらいのところかなと私は思っておりますが、

もう一つは、やはりガイダンスですから、事例があるというのは、今日の資料３－２です

よね。これは非常にわかりやすくまとまっていて、非常にいい資料だと思うんですけれど

も、やはり事例、それからできれば数値的な事例、そういうものが入っていると、ガイダ

ンスとしては非常に使いやすいものになっていくだろうと。 

 もう一つは、当然ＧＨＧプロトコルの概要を説明するときに、我が国のＳＨＫの話も当

然されるんだと理解しておりますので、そのあたりは今後中身がだんだん明らかになって

くると思いますから、そのときに議論を進めればいいのではないかと思います。 

 どうでしょうか。今日の段階では、いろいろな意見をいただくというのが趣旨ですので、

ほかに。はい、では藤野委員。 

○藤野委員  冒頭のところで、たしか亀井室長からか、今回の議論は、あくまで今ある
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制度に基づいて、ＣＤＰ、ＲＥが行われていることを対象としながら、整理をする、ガイ

ドラインをつくるというところで、その趣旨は私も賛同しているんですけれども、恐らく

需要家等のヒアリングを通じながら、現時点での使いやすさ、使いにくさみたいなところ

がみえてくると、今後のある種我が国の中での制度づくりについても、参考になる情報は

多分出てくるのではないかなと思うんです。それを明示的に書くかどうかは別として、や

はりせっかく政府のほうでこういった研究会をするという以上は、今後の制度が、よりあ

る種、やはり国内での再エネ目標が2030年までに電力量の中で22～24％という目標があっ

たり、これもかなりの大きな目標になる中で、その需要家が使いやすい制度というのも、

今後アップ・トゥ・デートだというのも委員の中から意見が出ていましたけれども、ある

種、それの整理にも使えるような感じでの議論が進められるんだろうなと、私は期待して、

期待する話かどうかあれなんですが、そういう観点もひょっとしてあるのかなということ

だけちょっと一言、失礼しました。 

○山地座長  どなたか。どうぞ、高瀬さん。 

○高瀬シニアマネージャー  ありがとうございます。 

 証書がどうかというお話を、何名かからいただいたんですが、ここでＧＨＧプロトコル

やＲＥ100でいっているサティフィケートとか、証明書というのは、証書というものとは限

りませんで、さっき申しましたように、系統に入ることが多い電気の属性である証明とい

うことなので、必ずしも証書を意味するものではないという範囲で書いていただければな

と、よりわかりやすいかなと思います。 

 それに加えて、藤野委員からありました、質のいい再エネを調達したいという企業の目

的がありますので、エネ庁さんで実証を予定していらっしゃるトラッキングによって、そ

れが、どの電気を買っているのかということがしっかりわかるようになるということです

ね。なので、山を切り崩すような太陽光からはうちは買いませんよとか、そういったこと

が主張可能になるということで、そこと、あと１個、もし事例で出していただけるようだ

ったら、吉高委員からもあったんですが、電力と切り離した証書だけではなくて、生に近

いもの、投資を促すものというものこそ、投資家が今後みていくとするならば、そういっ

たことの事例というのも、ぜひ入れていただければなと思います。 

 あといろいろあって申しわけないんですが、あと、グリーン電力メニューに関しては、

実は、ＲＥ100のテクニカルクライテリアという文章があるんですが、そこでは、Green-

ｅですとか、そういった認証を受けるべきというように書いてありまして、そこについて
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は、この研究会でやることが適当かはわからないんですが、いずれかのところでしっかり

お示しすると、小売さんが助かるのかなと思います。私も手は出したいんですけれども、

ちょっと今手が回らないという状態です。 

 あと熱についてなんですが、スコープ２の範囲で、ほぼ一緒の扱いができると思います

ので、ただ冒頭に、これは熱の場合はこうなりますということを、１ページ、半ページで

いいので、書いていただけると、すごくわかりやすくなるかなと思います。以上です。 

○山地座長  はい、どうぞ、お願いします。 

○鍋島室長  資源エネルギー庁ですけれども、非化石証書を制度設計している立場から

一言申し上げます。 

 私たちとしましては、非化石証書の制度設計等を行っているところでございますけれど

も、私たちは、どちらかといいますと、供給側のサイドに立って、いろいろな制度設計を

行っております。消費者に対して、誤認を与えないという観点では、監視等委員会と連携

しまして、小売営業ガイドラインというものをもっておりますけれども、そういうことで、

需要家の方々に対しては、できるだけわかりやすく情報を開示しようということを考えて

おりますが、特に、再エネの調達などにおきましては、需要家の方々がどのように感じら

れるかというところも論点かなと思いまして、それは政府側が小売事業者に対して、規制

でどうするということではなくて、むしろ需要家の方がどういうように受けとめられるか

ということかと思っております。 

 それで、今般、非化石証書につきましては、実証実験という形で、トラッキングで情報

を付与するということを始めようと考えております。これは２月に開催される非化石証書

のオークションからそういうような取り組みができるようにしようと思っております。今

後、私どももできるだけ多くの需要家の方々、それから小売事業者の皆様方から意見を頂

戴しようと考えておりますけれども、本研究会で出されたご意見につきましても、そうし

た検討には反映させていきたいというように考えております。 

○山地座長  ありがとうございます。 

 ほかにはよろしいでしょうか。はい。では、これ国際的ですけれども、民間のイニシア

ティブに対する対応ですね。ただ、その中で、温対法に基づくＳＨＫは、これは国の制度

ですし、非化石証書もそうなので、そことの使い方において、民間の方がはっきりしない

ところがあると困っておられると。だからそれに関して、関連する事実をきちんと整理し

て、どう使ったらいいのかというガイダンスにする。藤野委員のいうように、こういうの
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が望ましいなというようなところの参考にはなるけれども、今回の出口はそうではなくて、

事実をきちんと整理して、どういう対応ができるのか、使う人に助けになるようなものを

つくる、そういうことで議論を進めてまいりたいと思います。 

 よろしければ、今日の議論はこのあたりにして、残りは次回スケジュール等になります

が、よろしいですか。まだちょっと余裕があるので、ご発言のご希望があれば受けられま

すけど。 

 それでは、事務局から、今後のスケジュールについて、ご連絡をお願いします。 

○事務局  次回の開催につきましては、アジェンダ、日程につきまして、まだ調整中で

ございますので、詳細が決まりましたら、経済産業省ホームページにて、ご連絡をさせて

いただきます。よろしくお願いします。 

○山地座長  どうもありがとうございました。以上で終わります。 

 

                                 以上 

 


